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放生津保育園整備の進捗状況について 

 

１　サウンディング型市場調査の実施結果 

　　公共施設マネジメント推進課が令和９年度以降の放生津小学校跡地活用に向け

実施したもの。 

　　参加事業者：１０事業者 

　　放生津小学校跡地施設の利活用に関する基本方針に定める公的な利活用のうち

保育園については、現在の放生津保育園の規模と同程度の運営が可能であり、施

設内に保育園があることを活かした利活用が検討できるという意見が多くあった。 

　　（主な意見） 

　　　　・現状の園児数と同程度の運営が可能 

　　　　・複合施設内に保育園を併設することは好ましい 

　　　　・グループ内企業との連携による運営が可能 

　　　　・公設民営を希望 

 

　　※サウンディング型市場調査の詳細については、射水市ホームページ「放生津

小学校跡地利活用事業」に掲載しています。 

   　 

２　施設運営事業者募集要項の公表について 

　　公共施設マネジメント推進課が令和８年１月に保育園運営を除く施設運営事業

者の募集を開始したもの。面積規模を想定するため、移転後の保育園の現時点の

想定定員等を記載している。 

（１）想定する定員等について 

   　　　定員：６０人程度 

※必要面積等は、年度中の一時的な需要の増大にも弾力的に対応でき

る面積を確保することとする。 

形態：保育所型認定こども園　 

設備：下記の設備を想定　 

　　　　　　その他必要な設備については別に公募する運営者の提案を踏まえ

整備する。 

　　　  

 

３　今後の予定 

　　令和８年　５月　公共施設マネジメント推進課が募集する事業者の優先交渉権 

者の決定 

　　　　　　　７月　移転後の放生津保育園運営事業者募集要項公表 

　　　　　　１０月　選定委員会実施後、運営候補者選定 

　※議会１２月定例会後、基本協定等締結　　　　　　　　　　　　

【必須の設備】

　乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、調理室、便所、保健室、園庭、手洗用等設備

【その他必要な設備】

　調乳室、沐浴室、職員室、会議室、特別保育等用の保育室、その他廊下等


